
減免申請は毎年必要です。

神⼾市⻑ 宛
次のとおり、利用料の減免（減免取消）を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

はい ・ いいえ

申請内容   取消の場合→取消月 ： 年  月

申請日：令和  年  月  日

保護者(里親を含む）の方の情報

  取消理由：

□新規申請  □（施設変更のための）継続申請 □ 減免取消

令和５年度 神⼾市放課後児童クラブ（学童保育)
利用料減免（減免取消）申請書

申請区分

メールアドレス

申請内容・申請区分（あてはまるものに「レ」を記入の上、必要事項を記入してください）

添付資料（該当のものに「○」を記入）

      年   月   日

神⼾市    区

氏名

フリガナ

生年月日

住所

電話番号

□里親委託の受託世帯

□所得税非課税世帯

□生活保護受給世帯

里親委託証明

令和４年分所得税非課税（令和４年分所得）を証明するもの
（源泉徴収票、確定申告書の写し、市⺠税課税証明書）
※同一世帯で18才以上の方全員分

生活保護適用証明書（発行から３か月以内）

①令和４年度市⺠税非課税証明書（令和３年分所得）
※同一世帯で１８才以上の方全員分

□市⺠税非課税の世帯の
うち⺟⼦・⽗⼦家庭

②児童扶養手当証書の写しまたは、ひとり親家庭等医療費受給者証の写し

システムを使用した児童扶養手当の受給確認に同意しますか。
（同意された場合は児童扶養手当証書の添付は不要）

電⼦申請はこちら→



減免申請は毎年必要です。

（変更前）
①

性別 学童保育施設（変更がある場合）

平成 年 月 日 男・女 （変更後）

性別

お子さまの情報（利用する学童保育施設ごとに必要事項を記載ください）

⑤

⑥

フリガナ
氏名

利用する学童保育施設

平成 年 月 日 男・女

男・女
（変更前）

（変更後）

生年月日

はい ・ いいえ

支店名

口座番号

口座名義

平成 年 月 日 男 ・ 女

平成 年 月 日 男・女
（変更前）

平成 年 月 日

①

（変更前）

（変更後）

他に利用する学童保育施設

複数の学童保育施設をご利用する場合、下記もご記入ください

②

③

フリガナ
氏名

②

③

④

平成 年 月 日 男・女
（変更前）

（変更後）

平成 年 月 日 男・女
（変更前）

（変更後）

（変更後）

口座情報

学童保育料を口座引き落としにしていますか。
(該当のものに「○」を記入)

学童保育料を口座引き落としにしていない場合は、下記に還付金の入金先を記入ください

金融機関

平成 年 月 日 男 ・ 女

生年月日

平成 年 月 日 男 ・ 女



減免申請は毎年必要です。

神⼾市⻑ 宛 申請日：

令和４年12月31日時点で、18歳以下（平成16年1月2日〜令和4年12月31日生）の世帯員

※扶養親族申告書

申込者
フリガナ

氏名

 平成２２年度の税制改正において、年少扶養控除及び１６〜１８歳までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃⽌されています
が、神⼾市放課後児童クラブの減免制度では、これらの扶養控除の廃⽌がなかったものとして扱います。 したがって、令
和４年分所得税が課税されていても、再計算により、非課税扱いとして減免対象になる場合があります。該当する場合は、
本紙表面の減免申請書に必要事項を記入するとともに、下記扶養親族申告書※に１８歳以下（令和４年１２月３１日時点）
の扶養親族を必ず記入のうえ、所得の分かる書類（源泉徴収票又は所得税確定申告書の写し）を添えて申請してください。
 なお、扶養親族申告書の記入がない場合、再計算ができなくなり、非課税扱いとして減免決定できなくなりますので、あ
らかじめご了承ください。

18歳以下の扶養親族の人数 人

平成22年度税制改正前の扶養控除を適用した場合の非課税扱いについて

提出先：〒650-0032 神⼾市中央区伊藤町111番地 神⼾商⼯中金ビル４F
神⼾市行政事務センター（学童保育担当）

性別

⼦

生年月日

⼦

⼦

フリガナ

氏名

⼦

⼦

うち16歳未満の扶養親族の人数 人

うち16歳〜18歳の扶養親族の人数 人

続柄

⼦


